
（利用者向け情報） 

スマート農業トレーニングフィールドの利用案内 

福島県農業総合センター農業短期大学校 

令和８年４月 

 

１ 施設の概要 

名 称 スマート農業トレーニングフィールド（以下、トレーニングフィールド） 

仕 様 

＜主要諸元＞ 

・60m×36m×H14.3m（有効高さ 12m） 

・ネット：ポリエチレン（φ2.6×100mm 目） 

・下面の状態：畑（耕土 40 ㎝） 

・出入口：幅 10m×高さ 5.5m×2 か所 

＜飛行可能エリア＞ 

・60m×36m×H12m（屋内扱い） 

 

２ 貸出日時 

  全日 ９時～１７時（例：１１時～１５時使用の場合は全日となります。） 

  半日 午前：９時～１３時、午後：１３時～１７時 

  ※年末年始の閉庁日を除きます。 

  ※準備作業および撤去作業等も使用時間に含まれます。 

 

３ 基本使用料・特別使用料 

  使用料金は下表のとおりです。 

使用料金は前納です。使用承認になりましたら、農業総合センター会議室等使用承認書

（以下、使用承認書）と納入通知書をお送りしますので、納期限までに最寄りの金融機関

等で納入してください。 

 

基本使用料・特別使用料の額（円） 

使用時間 基本使用料 特別使用料 

営利目的使用加算料※１ 準備等使用料※２ 

半日 ６，５００ ＋６，５００ ４，５５０ 

全日 １３，０００ ＋１３，０００ ９，１００ 

※１「営利目的使用加算料」 

 次のいずれかに該当するときに、基本使用料に加算されます。 



  ・営利の目的で入場料、受講料、会費等を徴収して行事を開催するとき。 

  ・商品販売、商業宣伝等の営利的性格を有する行為を行う目的をもって使用するとき。 

※２「準備等使用料」 

本来の使用目的の準備又は練習のために使用する場合をいいます。 

 

４ 施設利用の事前説明 

  使用当日までに、農業短期大学校研修部職員から施設使用について説明を受けてくだ

さい。 

 

５ 使用当日の受付、使用後の確認 

（１）平日 

   使用当日は、研修部で受付を済ませてから使用を開始し、使用後は施設を使用前の状

態に戻し、研修部職員の確認を受けてからお帰りください。 

研修部は、農業短期大学校の本館にあります。 

（２）土日祝日 

   使用当日は、警備員室で受付を済ませてから使用を開始し、使用後は施設を使用前の

状態に戻し、警備員の確認を受けてからお帰りください。 

警備員室はアグリ探求棟西側の屋外作業準備棟にあります。 

 

６ 緩衝ネット昇降用集中制御盤（以下、集中制御盤） 

（１）集中制御盤について 

トレーニングフィールドの北側入口にある緩衝ネットを昇降させるため集中制御盤

です。 

トレーニングフィールドの柱の上（高さ 14.3m 位置）に設置した風速計の風速は、

この集中制御盤の表示パネルで確認することが出来ます。施設利用時は必ず風速をご

確認ください。 

（２）集中制御盤の操作 

緩衝ネットの昇降操作自体は研修部職員が操作しますので、それ以外の方は操作し

ないでください。 

集中制御盤の操作が必要な場合は、研修部職員にご連絡ください。 

 

７ 施設利用の制限 

（１）風速１２m/s 以上が予想される場合（強風注意報等）、安全確保のため施設の使用を

禁止します。 

（２）施設に設置の風速メーターが６m/s 以上になった場合、使用を中断してください。 

（３）荒天（雨、雪等）等で使用者が使用困難と判断した場合、校長の了解を得て使用を中



止してください。 

※納入された使用料は原則返還しませんが、（１）及び（３）の場合はその使用料を全額

返還します。（２）において再開が困難な場合も同様に取り扱うこととします。 

 

８ 注意事項 

（１）関係法令等及び本施設使用承認の条件を遵守してください。 

（２）施設使用時はヘルメットを常時装着してください。 

（３）施設利用時のドローン等は、使用者が持参することとします。 

（４）次の場合は、使用を承認出来ません。 

  ア 秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあるとき 

  イ 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。 

  ウ 施設設置の目的に反するとき。 

（５）次の場合は、使用承認を取り消し、または使用を中止させていただくことがあります。 

  ア 偽りその他不正な手段により使用承認を受けたとき。 

  イ 災害その他の事故により施設の利用ができなくなったとき。 

  ウ 工事その他の施設管理のためやむを得ない事由が生じたとき。 

（６）施設を使用する権利を譲渡し、又は転貸することはできません。 

（７）校内全ての敷地、施設での飲酒や喫煙を禁止します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トレーニングフィールドの使用に関するお問い合わせ先 

福島県農業総合センター農業短期大学校 研修部 

９６９－０２９２ 福島県西白河郡矢吹町一本木４４６番地１ 

電話：０２４８－４２－４１１４（平日８：３０～１７：１５） 

メール：noutan.kensyuu@pref.fukushima.lg.jp 


